
































ロ 高年齢継続被保険者に対する求職者給付 

  22 年度における高年齢求職者給付金の受給者数は、148 千人（年度計）であり、給付額は 310

億円となっている。また、一人当たりの高年齢求職者給付金の額は 210 千円となっている。 

（第 14 表） 

147,771  ▲ 9.8 

100,680  ▲13.1 

47,091  ▲ 1.9 

31,009  ▲11.4 

（単位：人、％、百万円）

対前年 対前年 対前年 対前年
増減比 増減比 増減比 増減比

受給者数計 114,024 3.8 134,569 18.0 163,892 21.8 

男 78,668 3.3 94,694 20.4 115,872 22.4 

女 35,356 4.8 39,875 12.8 48,020 20.4 

給 付 額 24,835 4.0 29,094 17.1 34,981 20.2 

第14表  　高年齢継続被保険者に対する求職者給付

20 年 度

実　績実　績

22 年 度

実　績

19 年 度 21 年 度

実　績

 

 

ハ 短期雇用特例被保険者に対する求職者給付 

  22 年度における特例一時金の受給者数は、159 千人（年度計）であり、給付額は 299 億円とな

っている。また、一人当たりの特例一時金の額は 188 千円となっている。（第 15表） 

 

199,512  ▲ 9.5  181,924  ▲ 8.8  159,986  ▲12.1  158,975  ▲ 0.6 

149,396  ▲10.0  135,236  ▲ 9.5  117,481  ▲13.1  118,240 

50,116  ▲ 8.1  46,688  ▲ 6.8  42,505  ▲ 9.0  40,735  ▲ 4.2 

41,858  ▲23.2  35,467  ▲15.3  30,373  ▲14.4  29,860  ▲ 1.7 

（単位：人、％、百万円）

対前年 対前年 対前年 対前年
増減比 増減比 増減比 増減比

受給者数計

男 0.6 

女

給 付 額

第15表　 短期雇用特例被保険者に対する求職者給付

19 年 度

実　績

21 年 度

実　績

22 年 度

実　績

20 年 度

実　績
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３．日雇労働被保険者 

  〔適用状況〕 

  22 年度末における日雇労働被保険者数（日雇労働被保険者手帳交付数により推計）は、21

千人で前年度末に比べ 10.9％の減少となっている。性別構成比では男性 93.0％、女性 7.0％と

なっている。（第 16 表） 

▲ 10.9 

▲ 11.2 

▲ 5.9 

（各年度末） （単位：人、％）

区  分 21 年 度 22 年 度 対前年増減比 22年度構成比

計 23,301 20,767 100.0 

男 21,762 19,319 93.0 

女 1,539 1,448 7.0 

第16表　日雇労働被保険者の状況

 

 

〔給付状況〕 

   給付状況をみると、22 年度の受給者実人員は、11千人（年度平均）で対前年増減比 

 6.6％の減となっている。（第 17 表） 

▲ 12.4 ▲ 5.6 ▲ 4.9 ▲ 11.5 ▲ 6.6 

▲ 15.2 ▲ 4.5 ▲ 4.2 ▲ 11.6 ▲ 12.7 

（単位：人、％、百万円）

年    度    別 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

受 給 者 実 人 員 15,103 14,259 13,566 12,001 11,203 

対 前 年 増 減 比

  給   付   額  13,046 12,457 11,932 10,545 9,202 

対 前 年 増 減 比

第17表　受給者実人員及び給付額の推移

 

 

４．就職促進給付 

  給付総額は、94,544 百万円（前年度 104,405 百万円）で 9.4％の減となっている。このうち、

就業手当の受給者実人員は 4,880 人（年度平均）で給付額は 2,485 百万円となっている。また、

再就職手当の支給人員は 352,861 人で給付額は 90,774 百万円、一人平均支給額 257 千円とな

っている。また、常用就職支度手当の支給人員は 11,225 人で給付額は 1,242 百万円、移転費

の支給人員は 363 人で給付額は 42百万円、広域求職活動費の支給人員は 39 人で給付額は 2百

万円となっている。 
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第20表(3)　高 年 齢 求 職 者 給 付 の 状 況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           （年度及び月別） －平成13年度～平成22年度－

事項別 1)

年度

及び年月

千円　　 千円　　 千円　　
年 度 計
平成13年度 46,107,290　　 ＊　　 ＊　　

14 46,673,531　　 ＊　　 ＊　　
15 33,666,755　　 ＊　　 ＊　　
16 24,263,012　　 ＊　　 ＊　　
17 23,552,058　　 ＊　　 ＊　　

18 23,881,507　　 ＊　　 ＊　　
19 24,835,189　　 ＊　　 ＊　　
20 29,093,706　　 ＊　　 ＊　　
21 34,980,985　　 ＊　　 ＊　　
22 31,008,795　　 ＊　　 ＊　　

年 度 平 均
平成13年度 3,842,274　　 ＊　　 ＊　　

14 3,889,461　　 ＊　　 ＊　　
15 2,805,563　　 ＊　　 ＊　　
16 2,021,918　　 ＊　　 ＊　　
17 1,962,672　　 ＊　　 ＊　　

18 1,990,126　　 ＊　　 ＊　　
19 2,069,599　　 ＊　　 ＊　　
20 2,424,476　　 ＊　　 ＊　　
21 2,915,082　　 ＊　　 ＊　　
22 2,584,066　　 ＊　　 ＊　　

平成21年度
４月 6,365,156　　 5,099,015　　 1,266,141　　
５月 5,410,896　　 4,171,655　　 1,239,242　　
６月 3,152,281　　 2,350,890　　 801,391　　

７月 2,918,624　　 2,235,496　　 683,128　　
８月 2,184,273　　 1,677,265　　 507,008　　
９月 2,069,356　　 1,511,421　　 557,935　　

10月 2,574,897　　 1,951,751　　 623,146　　
11月 2,086,385　　 1,558,902　　 527,483　　
12月 1,583,595　　 1,156,282　　 427,313　　

１月 2,212,711　　 1,659,712　　 552,999　　
２月 2,320,931　　 1,701,128　　 619,803　　
３月 2,058,849　　 1,448,848　　 610,001　　

平成22年度
４月 6,008,200　　 4,688,125　　 1,320,076　　
５月 4,559,355　　 3,406,283　　 1,153,071　　
６月 2,695,042　　 1,942,347　　 752,696　　

７月 2,459,403　　 1,820,995　　 638,407　　
８月 1,954,016　　 1,436,575　　 517,441　　
９月 1,855,051　　 1,311,028　　 544,023　　

10月 2,275,112　　 1,669,809　　 605,303　　
11月 2,008,908　　 1,440,300　　 568,608　　
12月 1,428,684　　 1,011,834　　 416,850　　

１月 1,965,828　　 1,430,636　　 535,192　　
２月 2,043,250　　 1,440,400　　 602,850　　
３月 1,716,497　　 1,204,142　　 512,356　　

〔注〕1)　年度計は決算値であり、各月分は業務統計値であるため、各月の累計は年度計に

　　　　　必ずしも一致しない。

支　　　給　　　額

計 男 女
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第21表(1)　短期雇用特例求職者給付の状況
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        （年度及び月別） －平成13年度～平成22年度－

事項別

年度
及び年月

件　　 件　　 件　　
年 度 計
平成13年度 318,336　　 234,426　　 83,910　　

14 293,640　　 217,395　　 76,245　　
15 277,746　　 207,212　　 70,534　　
16 253,733　　 189,246　　 64,487　　
17 235,910　　 177,242　　 58,668　　

18 220,571　　 165,845　　 54,726　　
19 200,345　　 150,155　　 50,190　　
20 182,170　　 135,254　　 46,916　　
21 163,436　　 120,800　　 42,636　　
22 157,310　　 116,547　　 40,763　　

年 度 平 均
平成13年度 26,528　　 19,536　　 6,993　　

14 24,470　　 18,116　　 6,354　　
15 23,146　　 17,268　　 5,878　　
16 21,144　　 15,771　　 5,374　　
17 19,659　　 14,770　　 4,889　　

18 18,381　　 13,820　　 4,561　　
19 16,695　　 12,513　　 4,183　　
20 15,181　　 11,271　　 3,910　　
21 13,620　　 10,067　　 3,553　　
22 13,109　　 9,712　　 3,397　　

平成21年度
４月 12,512　　 10,882　　 1,630　　
５月 7,247　　 5,362　　 1,885　　
６月 4,864　　 2,179　　 2,685　　

７月 4,016　　 1,363　　 2,653　　
８月 2,783　　 1,406　　 1,377　　
９月 865　　 495　　 370　　

10月 1,703　　 974　　 729　　
11月 12,462　　 5,143　　 7,319　　
12月 45,724　　 32,293　　 13,431　　

１月 39,749　　 32,154　　 7,595　　
２月 11,174　　 9,649　　 1,525　　
３月 20,337　　 18,900　　 1,437　　

平成22年度
４月 14,547　　 12,722　　 1,825　　
５月 6,425　　 4,609　　 1,816　　
６月 4,428　　 1,984　　 2,444　　

７月 3,740　　 1,224　　 2,516　　
８月 2,529　　 1,283　　 1,246　　
９月 836　　 506　　 330　　

10月 1,673　　 949　　 724　　
11月 12,730　　 5,310　　 7,420　　
12月 43,937　　 31,192　　 12,745　　

１月 36,673　　 29,830　　 6,843　　
２月 11,896　　 10,254　　 1,642　　
３月 17,896　　 16,684　　 1,212　　

受　　　給　　　資　　　格　　　決　　　定　　　件　　　数

計 男 女
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